
平
成
三
十
一
年
四
月
十
八
日
提
出

質

問

第

一

四

五

号

保
安
規
定
違
反
を
「
結
果
オ
ー
ラ
イ
」
に
し
た
保
安
検
査
体
制
の
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

阿

部

知

子
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保
安
規
定
違
反
を
「
結
果
オ
ー
ラ
イ
」
に
し
た
保
安
検
査
体
制
の
改
善
に
関
す
る
質
問
主
意
書

四
月
三
日
の
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
資
料
四
「
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
（
株
）
福
島
第
二
原
子
力
発
電
所
に
て
確

認
さ
れ
た
本
社
予
防
処
置
活
動
の
不
備
に
つ
い
て
」
（
以
後
、
「
資
料
四
」
）
で
、
原
子
力
規
制
庁
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
。

平
成
三
十
年
度
第
四
四
半
期
の
東
京
電
力
に
お
け
る
保
安
検
査
の
結
果
、
原
子
力
安
全
上
重
要
な
複
数
の
機
器
に
不
具
合
が
あ

り
、
必
要
な
予
防
処
置
活
動
が
行
わ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

報
告
を
受
け
た
更
田
豊
志
原
子
力
規
制
委
員
長
は
、
保
安
規
定
は
違
反
が
あ
っ
て
も
「
結
果
オ
ー
ラ
イ
だ
っ
た
ら
軽
く
な
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
の
問
題
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
一
方
、
原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
は
、
違
反
の
程
度
を
下
か
ら
二

番
目
に
軽
い
「
違
反
三
」
だ
と
判
断
し
た
。

違
反
程
度
の
判
断
過
程
で
は
、
二
百
八
十
八
件
あ
っ
た
保
安
規
定
違
反
の
全
体
像
、
と
り
わ
け
必
要
な
予
防
処
置
活
動
が
未

実
施
だ
っ
た
三
十
三
件
に
つ
い
て
の
情
報
は
開
示
さ
れ
て
い
な
い
。

従
っ
て
、
現
状
は
、
保
安
規
定
違
反
が
あ
っ
て
も
、
情
報
の
公
開
性
は
十
分
に
担
保
さ
れ
ず
、
違
反
程
度
の
判
断
に
恣
意
性

が
疑
わ
れ
て
も
、
結
果
的
に
問
題
が
起
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
し
と
す
る
検
査
体
制
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
保
安
規
定
は
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
を
確
認
し
、
検
査
過
程
の
透
明
化
と
原
子
力
規
制
へ
の
信
頼
を
高
め
る
た
め

一



に
、
以
下
質
問
す
る
。

一

保
安
規
定
と
は
原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
に
基
づ
い
て
事
業
者
が
定
め
て
申
請
し
、
原
子
力
規
制
委

員
会
に
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
一
項
）
も
の
で
あ
り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
災
害
の
防
止
上
十
分
で
な

い
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
認
可
を
し
て
は
な
ら
な
い
（
第
二
項
）
。
ま
た
、
災
害
の
防
止
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
に
対
し
、
保
安
規
定
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
第
三
項
）
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
保
安
規
定
は
単
な
る
自
主
的
な
社
内
規
制
で
は
な
く
、
遵
守
が
法
令
に
よ
り
厳
格
に
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
だ

と
考
え
る
が
ど
う
か
。

二

原
子
炉
等
規
制
法
第
四
十
三
条
の
三
の
二
十
四
に
基
づ
く
「
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
」
第

九
十
二
条
は
、
発
電
用
原
子
炉
設
置
者
は
、
事
業
所
ご
と
に
次
の
三
つ
を
保
安
規
定
で
定
め
て
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

「
一

関
係
法
令
及
び
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二

安
全
文
化
を
醸
成
す
る
た
め
の
体
制
（
経
営
責
任
者
の
関
与
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

三

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
品
質
保
証
に
関
す
る
こ
と
（
根
本
原
因
分
析
の
方
法
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
体
制
並

二



び
に
作
業
手
順
書
等
の
保
安
規
定
上
の
位
置
付
け
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。
」

資
料
四
を
整
理
す
る
と
、
①
過
去
五
年
で
二
百
八
十
八
件
も
の
保
安
規
定
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
、
②
必
要
な
予
防
処
置
が

と
ら
れ
な
か
っ
た
事
案
が
三
十
三
件
あ
っ
た
こ
と
、
③
予
防
処
置
が
未
実
施
だ
っ
た
三
十
三
件
は
、
福
島
第
一
、
第
二
、
柏

崎
刈
羽
の
三
つ
の
発
電
所
お
よ
び
本
社
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
い
た
こ
と
、
④
三
十
三
件
に
は
柏
崎
刈
羽
の
「
六
号
機
中
央

制
御
室
送
風
機
の
風
量
低
下
」
お
よ
び
「
一
号
機
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
潤
滑
油
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
ポ
ン
プ
の
不
具
合
」

な
ど
原
子
力
安
全
上
重
要
な
機
器
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

①
〜
④
を
鑑
み
れ
ば
、
規
則
第
九
十
二
条
で
求
め
ら
れ
て
い
る
保
安
規
定
の
遵
守
の
た
め
の
体
制
な
ど
は
不
十
分
で
あ

り
、
原
子
力
規
制
委
員
会
は
、
東
電
が
定
め
た
保
安
規
定
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

三

二
百
八
十
八
件
の
保
安
規
定
違
反
は
、
福
島
第
二
原
発
で
四
十
三
件
、
福
島
第
一
原
発
で
六
十
三
件
、
柏
崎
刈
羽
原
発
で

百
五
十
五
件
、
本
社
で
二
十
七
件
あ
っ
た
と
原
子
力
規
制
庁
は
資
料
四
で
報
告
し
た
。

し
か
し
、
予
防
処
置
未
実
施
の
三
十
三
件
に
つ
い
て
は
「
柏
崎
刈
羽
六
号
機
中
央
制
御
室
送
風
機
の
風
量
低
下
」
と
「
柏

崎
刈
羽
一
号
機
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
潤
滑
油
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ
ポ
ン
プ
の
不
具
合
」
の
二
件
以
外
に
は
、
事
業
所
別
数

の
内
訳
も
、
内
容
も
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。

三



山
中
伸
介
委
員
は
、
「
今
回
の
件
」
は
「
東
京
電
力
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
の
情
報
共
有
、
あ
る
い
は
伝
達
の
シ
ス
テ
ム
並

び
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
不
備
で
あ
る
」
と
し
「
違
反
三
で
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
が
、
予
防
処
置
未
実
施
の

他
三
十
一
件
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
判
断
を
し
た
の
か
は
、
国
民
に
は
確
認
が
で
き
な
い
。
少
な
く
と
も
必
要
な
予
防
処

置
が
未
実
施
だ
っ
た
三
十
三
件
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
事
後
的
に
資
料
四
に
添
付
す
る
な
ど
公
開
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

四

石
渡
明
委
員
は
、
予
防
処
置
が
未
実
施
だ
っ
た
柏
崎
刈
羽
原
発
の
一
号
機
と
六
号
機
の
二
件
に
つ
い
て
、
「
『
安
全
上
重

要
な
機
器
』
と
い
う
の
は
ク
ラ
ス
一
な
の
で
す
か
、
二
な
の
で
す
か
、
三
な
の
で
す
か
」
と
尋
ね
、
原
子
力
規
制
庁
の
古
金

谷
原
子
力
規
制
部
検
査
グ
ル
ー
プ
安
全
規
制
管
理
官
（
実
用
炉
監
視
担
当
）
（
以
下
、
実
用
炉
監
視
担
当
）
が
、
「
Ｍ
Ｓ－

�
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
重
要
度
と
し
て
は
ク
ラ
ス
一
、
一
番
高
い
ク
ラ
ス
」
だ
と
回
答
し
て
い
る
。

ま
た
、
資
料
四
の
表
「
保
安
規
定
違
反
の
判
断
基
準
」
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
ス
一
機
器
は
「
安
全
機
能
」
の
欄
で
最
も
重
い

「
違
反
一
」
か
「
違
反
二
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
用
炉
監
視
担
当
が
、
「
保
安
規
定
違
反
の
判
定
基
準
か
ら
す
る
と
、
品
質
保
証
の
と
こ
ろ
の
保
安

規
定
違
反
二
か
三
と
い
う
も
の
に
該
当
す
る
」
と
の
判
断
を
示
し
た
の
は
、
恣
意
的
な
過
小
評
価
で
は
な
い
か
。

五

違
反
程
度
の
判
断
の
際
、
実
用
炉
監
視
担
当
は
、
柏
崎
刈
羽
一
号
機
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
潤
滑
油
プ
ラ
イ
ミ
ン
グ

四



ポ
ン
プ
の
不
具
合
に
関
し
て
は
、
「
部
品
を
取
り
替
え
る
と
い
う
よ
う
な
処
置
を
し
て
い
る
」
（
略
）
、
「
そ
ん
な
に
違
反

二
に
な
る
よ
う
な
大
き
な
影
響
の
も
の
で
も
な
い
」
（
略
）
、
「
類
似
の
事
象
が
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
も
発
生
し
て
い
る
と
い

う
と
こ
ろ
も
確
認
で
き
て
お
り
ま
せ
ん
」
と
も
回
答
し
た
。
こ
れ
に
更
田
委
員
長
は
、
「
違
反
二
な
の
か
違
反
三
な
の
か
と

い
う
の
を
判
断
す
る
と
き
の
理
由
が
、
結
局
、
こ
れ
は
い
つ
も
保
安
規
定
違
反
の
と
き
に
議
論
に
な
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
結

果
オ
ー
ラ
イ
だ
っ
た
ら
軽
く
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
「
新
し
い
制
度
に
あ
っ
て
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
議
論
に
進
む
べ

き
だ
ろ
う
」
と
述
べ
た
が
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。

原
子
力
規
制
に
お
い
て
は
徹
底
し
た
情
報
公
開
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
柏
崎
刈
羽
原
発
が
不
透
明
な
「
結
果

オ
ー
ラ
イ
」
の
検
査
体
制
の
ま
ま
で
は
、
国
民
か
ら
の
信
頼
は
得
ら
れ
な
い
。

原
子
力
規
制
委
員
会
と
し
て
、
早
急
な
改
善
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

右
質
問
す
る
。

五


